
議案第 32 号 

小城市立保育所運営規則の一部を改正する規則 

小城市立保育所運営規則（平成 17 年小城市教育委員会規則第 13 号）

の一部を改正する規則を別紙のとおり提出する。 

  平成 30 年３月 29 日提出 

小城市教育委員会 教育長 大野 敬一郎 

 提案理由 

  機構改革及び岩松保育園の民営化に伴い、小城市立保育所運営規則

の一部を改正する必要がある。 

  これが、本議案を提出する理由である。 

33



小城市教育委員会規則第 号 

小城市立保育所運営規則の一部を改正する規則 

小城市立保育所運営規則（平成 19 年小城市教育委員会規則第 13 号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表小城市立岩松保育園の項を削る。 

  附 則 

 この規則は、平成 30 年４月１日から施行する。 



議案第33号 小城市立保育所運営規則（平成19年小城市教育委員会規則第13号）の一部を改正する規則 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（入所定員） （入所定員） 

第２条 保育所の定員は、次のとおりとする。 第２条 保育所の定員は、次のとおりとする。 

名称 定員 

小城市立三里保育園 100人 

小城市立岩松保育園 150人 

小城市立小城保育園 120人 

小城市立砥川保育園 120人 

名称 定員 

小城市立三里保育園 100人 

小城市立小城保育園 120人 

小城市立砥川保育園 120人 


